
 

 

 

 

 

 

第６９回通常総代会 第５号議案 

 

「監事監査規則の一部改正」に関する件（別冊） 

新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県学校生活協同組合 

２０２５年６月２０日（金） 

 



- 1 - 

現行規則 改正案 ポイント 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本規則は、法令及び定款の規定に基づき、監事の組合の監査に

関する基本事項を定めるものである。 

 

（監事会の設置） 

第２条 監事は、監査に関する事項について、相互の連絡、協議、意見

の調整及び決定のために監事会を置く。ただし、各監事の権限の

行使を妨げることはできない。 

 

第２章 監事の職務及び権限 

（職務及び権限） 

第３条 監事は、職務及び権限は、次のとおりとする。 

（１）消費生活協同組合（以下「生協法」という。）第３０条の３に理事

の職務の執行の監査及び監査報告の作成に関する事項、その他の事

項 

（２）生協法第３１条の３に定められた理事が理事の損害賠償責任を免

除する議案を総代会に提出するときの同意に関する事項 

（３）生協法第３１条６に定められた役員の責任を追及する訴えにおい

て、組合が理事等を輔助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に

参加する場合の同意に関する事項 

（４）生協法第３１条の７に定められた決算関係書類等の監査及び監査

補告の作成に関する事項 

（５）生協法第３３条、第３６条及び第４７条の２に定める理事の職務

を行う者がいないとき又は総代若しくは組合員の総代会招集請求に

際し、理事が正当な理由がなく総代会の招集手続を行わないときの

招集に関する事項 

（６）その他法令及び定款に定める事項 

第 1章 総則 

（目的） 

第 1条 本規則は、法令及び定款の規定に基づき、監事の茨城県学校生

活協同組合（以下「組合」という。）の監査に関する基本事項を

定めるものである。 

（監事会の設置） 

第 2条 監事は、監査に関する相互の情報の共有、意見の調整及び必要

な事項を審議又は決定するために監事会を置く。ただし、監事会

は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。 

 

（監事の責務） 

第 3条 監事は、組合員の負託を受けた独立の機関として理事の職務の

執行を監査することにより、持続的な発展を可能とする組合の健

全な運営と社会的信頼に応えるガバナンスを確立する責務を負っ

ている。 

 

（監事の職務） 

第 4条 前条の責務を果たすため、監事は、理事会その他重要な会議へ

の出席、理事及び職員等から受領した報告内容の検証、組合の

業務及び財産の状況に関する調査等を行い、理事又は職員等に

対する助言又は勧告等の意見の表明、理事の行為の差止めな

ど、必要な措置を適時に講じなければならない。 

 

(監事の心構え) 

第 5条 監事は、独立の立場の保持に努めるとともに、法令及び定款並

びに本規則を遵守し、組合及び組合員、その他の利害関係者のた

めに常に公正不偏な態度をもって、その職務を執行しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

現行規則の補強 

 

 

 

 

現行規則を補強 
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現行第３条を整

理し、補強 
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（兼任の禁止） 

第４条 監事は、次の者と兼ねてはならない。 

（１）組合の理事又は使用人 

２ 監事は、監査を実施するために必要な知識及び技術の習得に常に努

めなければならない。 

３ 監事は、適正な監査視点を形成するために、経営全般の見地から経

営課題についての認識を深め、経営状況の推移と組合をめぐる環境の

変化を把握するよう努めなければならない。 

４ 監事は、平素より組合及び子会社等の理事若しくは取締役及び職員

等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めな

ければならない。 

５ 監事は、職務上知り得た重要な情報を、他の監事と共有するよう努

めなければならない。 

６ 監事は、監査意見を形成するにあたり、よく事実を確かめ、判断の

合理的根拠を求め、その適正化に努めなければならない。 

７ 監事は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しな

ければならない。 

８ 監事は、持続的な発展を可能とする組合の健全な運営と社会的信頼

に応えるガバナンスの確立と運用を果たすため、監事監査の環境整備

が重要かつ必須であることを、代表理事を含む理事に理解し認識させ

るよう努めなければならない。 

 

（組合員監事） 

第 6条 組合員監事は、国民の自発的な生活協同組織である組合の構成

員としての立場、また出資者・利用者としての立場から、理事の

職務執行を監査する。 

２ 組合員監事は、組合員の声や情報の収集に努め、監事会における 

他の監事との審議を通じて、公正に適正な監査意見の形成に努め 

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

定款との重複に

より削除 
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（２）組合の子会社等（子会社、子法人等及び関連法人等）の取締役又

は使用人 

 

（理事会他重要な会議への出席） 

第５条 監事は、理事会に出席し、必要に応じ報告を行い、又は意見を

述べなければならない。 

２ 監事は、前項以外の重要な会議に出席し、必要に応じ報告を行い、

又は意見を述べることができる。 

 

（監査計画） 

第６条 監査計画は、第９条により互選する特定監事が立案し、監事

会の協議に基づいて作成する。 

２ 監事は、毎事業年度の初めに当該事業年度に実施する監査の

実施計画を作成しな   

ければならない。 

３ 実施計画の作成に当たっては、重要性及び適時性を考慮した

上で監査対象を選定し、効率的な監査が実施できるよう配慮し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（監査方針及び監査計画等） 

第 7条 監査計画は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意し

て、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて

た上で、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、監

事会において作成する。この場合、監査上の重要課題について

は、重点監査項目として設定するものとする。 

２ 監査計画の作成にあたっては、効率的な監査を実施するため、適

宜、内部監査部門等との協議又は意見交換を経るものとする。 

３ 組織的かつ効率的に監査を実施するため、監査業務の分担を定め

る。 

４ 監査方針及び監査計画は、代表理事及び理事会に説明するものとす

る。 

５ 監査方針及び監査計画は、必要に応じ適宜修正する。 

 

 

（監事監査の実効性を確保する体制） 

第 8条 監事は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行す

るための体制の確保に努めなければならない。 

２ 前項の体制を確保するため、監事は、理事又は理事会に対して、監

事の職務を補助すべき職員（以下「監事スタッフ」という。）等その

 

 

 

 

第４条に整理し

て補強 

 

 

 

 

現行規則を補強 
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新設 

 

新設 

 

 

 

新設 

＊監事監査の環

境整備の重要性 
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第３章 監事会 

（監事会の構成） 

第７条 監事会は、監事全員をもって構成する。 

 

他次に掲げる事項に関する必要な協力を要請するものとする。 

（1）監事スタッフに関する事項 

（2）監事スタッフの理事からの独立性に関する事項 

（3）理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への

報告に関する体制 

（4）その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体

制 

 

（監事スタッフ） 

第 9条 監事は、組合規模、経営上のリスクその他組合固有の事情を考

慮し、監事スタッフの体制について検討しなければならない。 

２ 監事は、監事スタッフの業務執行者からの独立性の確保に努めなけ

ればならない。 

 

 

（監査費用） 

第 10 条 監事は、その職務執行のために必要と認める費用についの職

務執行のために必要と認める費用について、組合に請求するこ

とがきる。組合は、その費用が監事の職務執行に必要でないこ

とが証明した場合を除いて、これを拒むことができない。 

２ 監事は、あらかじめ監査費用の予算を計上するとともに、その支出

に当たっては、効率性および適正性に留意しなければならない。 

 

 

 

第２章 監事会 

（監事会の構成） 

第 11条 監事会は、監事全員をもって構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行規則の監事

会事務局から分

離 

＊監事スタッフの

意義及び独立性 
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（議長） 

第８条 監事会の議長は、特定監事とする。 

 

 

 

 

（特定監事） 

第９条 監事会は、次に掲げる職務を行う監事（以下「特定監事」と

いう。）を互選する。 

（１）各監事が受領すべき決算関係書類、事業報告書及び附属明細書

を理事から受領し、それらを他の監事に対し送付すること 

（２）監事の監査報告の内容を特定理事に対し通知すること 

（３）前各号の日程について合意すること 

 

 

 

（監事会の職務） 

第 12条 監事会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第 2号の決定

は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。 

（1）監査報告の審議 

（2）監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の

職務の執行に関する事項の決定 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

第 13条 監事会の議長は、監事の中から互選する。 

２ 議長は、第 16条第１項に定める職務のほか、監事会の委嘱を受け

た職務を遂行する。ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできな

い。 

 

（特定監事） 

第 14条 監事会は、次に掲げる職務を行う監事（以下「特定監事」と

いう。）を互選する。 

（1）各監事が受領すべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれら

の附属明細書を理事から受領し、それらを他の監事に対し送付する

こと 

（2）監事の監査報告の内容を代表理事に対し通知すること 

（3）前各号の日程について合意すること 

２ 特定監事は、議長とする。 

 

 

現行規則の職務

及び権限を、改正

案では職務と付

議次項・決定事項

に細分化し、なお

かつ補給 

＊法廷の権限に

ついての列記は

意義のないため

一部は削除 

 

 

 

現行規則を補強 

 

 

 

 

 

現行規則を整理

統合 
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（開催） 

第 10 条 監事会は、定期に開催する。ただし、必要に応じて随時に

開催することができる。 

（招集者） 

第 11条 監事会は、議長が招集し運営する。 

２ 各監事は、議長に対し監事会を招集するよう請求することがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開催） 

第 15条 監事会は、定期的に開催する。ただし、必要に応じて随時に

開催することができる。 

（招集者） 

第 16条 監事会は、議長が招集し運営する。 

２ 各監事は、議長に対し監事会を招集するよう請求することができ

る。 

３ 前項の請求にもかかわらず、議長が監事会を招集しない場合は、そ

の請求をした監事は、自らこれを招集し運営することができる。 

 

 

（招集手続） 

第 17条 監事会を招集するには、監事会の日の１週間前までに、各監

事に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要がある場合

は、この期間を短縮することができる。 

２ 監事会は、監事の全員の同意があるときは招集の手続を経ることな

く開催することができる。 

 

（監事会の付議事項） 

第 18条 監事会には、本規則において別に定める事項のほか、次に掲

げる事項を付議する。付議された事項に関し、監事会は十分な

資料に基づき審議し、又は決定しなければならない。 

（1）各監事の権限の行使に関する事項であって、監事会の審議を要

するもの 

（2）監事の過半数の同意によって決定すべき事項 

（3）監事全員の同意によって決定すべき事項 

 

（監事会における審議事項） 

第 19条 前条第１号に定める事項は、次に掲げる事項とする。ただ

 

現行規則を補強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

現行規則の協議

事項を、改正案で

は職務と付議次

項・審議事項・決

定事項・報告事項

に細分化し、なお

かつ補強 

 

 

現行規則の協議
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（監事会の協議事項等） 

第 12条 監事会は、次に掲げる事項を協議する。 

し、各監事の権限の行使を妨げることはできない。 

（1）組合員より総代会前に通知された監事に対する質問についての

説明、その他総代会における説明に関する事項 

（2）理事会に対する報告及び理事会の招集請求等に関する事項 

（3）総代会提出の議案及び書類その他のものに関する調査結果に関

する事項 

（4）理事による組合の目的の範囲外の行為その他法令又は定款違反

行為に対する差止め請求に関する事項 

（5）監事の選任、解任、辞任及び報酬等に関する総代会での意見陳

述に関する事項 

（6）組合と理事（理事であった者を含む）間の訴訟に関する事項 

（7）その他訴訟への対応に関する事項 

 

（監事会における決定事項） 

第 20条 第 18条第２号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（1）第 7条に定める監査方針、監査計画及び監査業務の分担（ただ

し、各監事の権限の行使を妨げることはできない） 

（2）第 8条第２項に定める監査の実効性の確保に係る理事又は理事

会への協力の要請の内容 

（3）第 10条第２項に定める監査費用の予算 

（4）総代会に提出する監事選任議案への同意 

（5）監事の選任を総代会の議題とすること又は監事の選任議案の総

代会への提出の請求 

（6）監事による総代会の招集に関する事項の決定 

（7）監査についての規則等の設定、変更又は廃止 

（8）監査に関する基準の設定、変更又は廃止 

 

（監事会における協議事項） 

第 21条 第 18条第 3号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 

事項を、改正案で

は職務と付議次

項・審議事項・決

定事項・報告事項

に細分化し、なお

かつ補強 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行規則の協議

事項を、改正案で

は職務と付議次

項・審議事項・決

定事項・報告事項

に細分化し、なお

かつ補強 

 

 

 

 

 

 

現行規則の協議

事項を、改正案で
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（１）監査の基本方針及び監査計画の作成に関する事項 

（２) 監査報告、監査意見並びに勧告書の作成に関する事項 

（３）監査についての規則等の設定、変更又は廃止に関する事項 

（４）監事による総代会の招集に関する事項 

（５）監事による理事会の招集に関する事項 

（６）理事の不正行為、法令・定款違反等に関する事項 

（７）理事の損害賠償責任免除に関する事項 

（８）訴訟における監事の組合代表に関する事項 

（９）監事の選任議案に関する事項 

（10）その他監事会において必要と認めた事項 

２ 次に掲げる事項（次項に定めるものを除く。）は、監事の過半

数の同意を必要とする。 

（１）監事の選任議案の総代会への提出に関する事項 

（２）監事による総代会の招集に関する事項 

（３）監査についての規則等の設定、変更又は廃止に関する事項 

３ 次に掲げる事項は、監事全員の同意を必要とする。 

（１）理事の損害賠償責任免除に関する事項 

（２）役員の責任を追及する訴えにおいて、組合が理事等を補助す

るための訴訟参加に関する事項 

４ 監事は、必要に応じ監事会において、理事、職員、公認会計士等

その他関係者から意見又は報告を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）①理事の損害賠償責任免除に関する議案を総代会に提出すること

に対する同意 

（2）組合員による理事（理事であったものを含む）の責任を追及する

訴えにおいて、組合が被告理事側に補助参加することに対する同意 

（3）組合員による理事（理事であったものを含む）の責任を追及する

訴えにおいて、裁判所から通知された和解内容の承認 

（4）組合による理事（理事であったものを含む）の責任を追及する訴

えにおいて、裁判所から通知された和解内容の同意 

（5）各監事の報酬等 

 

 

 

 

（監事会に対する報告事項） 

第 22条 監事は、次に掲げる事項を監事会に報告するものとする。た

だし、監事の全員に対して監事会に報告すべき事項を通知した

とき、当該事項を監事会に報告することを要しない。 

（1）理事、内部監査部門等の職員その他の者からの重要な報告 

（2）監事自らの職務の執行の状況 

 

 

（報告に対する措置） 

第 23条 監事会は、次に掲げる報告を受けた場合には、十分な審議の

上、必要に応じ適切な対処方針を定める。 

（1）組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の理

事からの報告 

（2）あらかじめ理事と協議して定めた事項についての理事又は職員

からの報告 

 

は職務と付議次

項・審議事項・決

定事項・報告事項

に細分化し、なお

かつ補強 

役員は監事が含

まれるため、理事

と記載変更 

 

 

 

 

 

 

現行規則の協議

事項を、改正案で

は職務と付議次

項・審議事項・決

定事項・報告事項

に細分化し、なお

かつ補強 

 

現行規則の協議

事項を、改正案で

は職務と付議次

項・審議事項・決

定事項・報告事項

に細分化し、なお

かつ補強 
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（議事録） 

第 13 条 監事会は、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成し、

出席した監事はこれに署名又は記名押印する。 

（１）開催の日時及び場所 

（２）議事の経過の要領及びその結果 

（３）次に掲げる事項につき監事会において述べられた意見又は発

言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 

  イ 組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した旨の

理事からの報告 

  ロ 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款

に違反する重大な事実があることを発見した旨の公認会計士

等からの報告 

（４）監事会に出席した理事又は公認会計士等の氏名又は名称 

（５）監事会の議長の氏名 

 

 

 

 

 

 

（監事会事務局） 

第 14条 監事の下に監事会事務局を置く。 

２ 監事会事務局員は、監事の命を受け、監事会の運営に関する

事務及び監事の職務を補助する。監事会事務局員並びに第 4項

に規定する補助者は、正当な理由なくその職務上知り得た情報

を他に漏らしてはならない。 

３ 監事会事務局員の人事に関する事項は、特定監事が代表理事

と協議し、監事会の同意を得て行う。 

４ 監事会事務局員以外の補助者が必要なときは、特定監事は代

（議事録） 

第 24条 監事会は、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成し、出

席した監事はこれに署名又は記名押印する。 

（1）開催の日時及び場所 

（2）議事の経過の要領及びその結果 

（3）次に掲げる事項につき監事会において述べられた意見又は発言

があるときは、 

ア その意見又は発言の内容の概要 

イ 組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した旨の理事か

らの報告 

（4）監事会に出席した理事の氏名又は名称 

（5）監事会の議長の氏名 

２ 第 22条ただし書きの規定により監事会への報告を要しないものと

された場合は、次の各号に掲げる事項を内容とする議事録を作成す

る。 

（1）監事会への報告を要しないものとされた事項の内容 

（2）監事会への報告を要しないものとされた日 

（3）議事録の作成に係る職務を行った監事の氏名 

３ 前第１項及び第２項の議事録を１０年間主たる事務所に備え置く 

 

（監事会事務局） 

第 25条 監事会の招集事務、議事録の作成、その他監事会運営に関す

る事務は監事スタッフがあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

現行規則を補強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行規則の監事

会事務局を、監事

スタッフと監事

会事務局に分離 
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表理事に対して要請することができる。 

 

第４章 監査業務 

（監査の手続） 

第 15条 監事が監査を実施するときは、実施日時、目的、対象を明

らかにして代表理事に通知するものとする。ただし、監査の

内容により、特に通知する必要を認めない場合はこの限りで

ない。 

２ 監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求

めることができる。また、必要に応じて関係者に報告を求めること

ができる。 

 

（監事監査基準） 

第 16 条 監査の事項は、法令又は定款もしくは本監事監査規則に定

める事項の他、監事の過半数の同意により定める監事監査基準に

よる。 

 

（監査の実施） 

第 17条 監事は、定期監査として監査計画に従い、組合の財産及び

理事の業務執行の状況を監査しなければならない。 

２ 監事は、前項の定期監査を行う他、必要と認めたときは臨時

に監査を行うものとする。 

 

（監査の報告） 

第 18条 監事は、前条に定める監査を実施したときは、監査報告書

を作成し、特定理事に提出しなければならない。ただし、監

事において異なる監査意見がある場合には、その監事の監査

報告書を併せて提出するものとする。 

２ 監事は、前項の監査報告書において、公認会計士等の監査報告

 

 

第３章 監査業務 

（理事の職務の執行の監査） 

第 26条 監事は、理事の職務の執行を監査する。 

２ 前項の職責を果たすため、監事は、次の職務を行う。 

（1）監事は、理事会決議その他における理事の意思決定の状況及び

理事会の監督義務の履行状況を監視し検証する。 

（2）監事は、理事が内部統制システムを適切に構築・運用している

かを監視し検証する。 

（3）監事は、理事が組合の目的外の行為その他法令もしくは定款に

違反する行為をし、又はするおそれがあると認めたとき、組合に著

しい損害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき、

組合の業務に著しく不当な事実を認めたときは、理事に対して助言

又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。 

（4）監事は、理事から組合に著しい損害が発生するおそれがある旨

の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、理事に対して助言又

は勧告を行うなど状況に応じ適切な措置を講じる。 

３ 監事は、前項に定める事項に関し、必要があると認めたときは、理

事会の招集又は理事の行為の差止めを求めなければならない。 

４ 監事は、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令もしくは定

款に違反する重大な事実があると認めたときは、その事実を監査報告

に記載する。その他、組合員に対する説明責任を果たす観点から適切

と考えられる事項があれば監査報告に記載する。 

 

（会計監査） 

第 27条 監事は、決算関係書類及びその附属明細書が組合の財産及び

損益の状況を適正に表示しているかどうかについての意見を

形成するために、事業年度を通じて、理事の職務の執行を監

 

 

 

 

現行規則を補強 
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書を参考としたときは、それについて記載するものとする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視し検証するとともに、組合の資産・負債・純資産の状況及

び収益・費用の状況について監査する。 

 

（代表理事との定期的会合） 

第 28条 監事会は、代表理事と定期的に会合」を持ち、組合が対処す

べき課題、監事監査の環境整備の状況、監査の重要課題等に

ついて意見交換を行い、併せて必要と判断される要請を行う

など、代表理事との相互認識を深めるよう努める。 

（監査の手続） 

第 29条 監事が監査を実施するときは、実施日時、目的、対象を明ら

かにして代表理事に通知するものとする。ただし、監査の内容

により、特に通知する必要を認めない場合はこの限りでない。 

２ 監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求め

ることができる。また、必要に応じて関係者に報告を求めることがで

きる。 

（代表理事及び理事会への報告） 

第 30条 監事は、監査の実施状況とその結果について、定期的に代表

理事及び理事会に報告する。 

２ 監事は、その期の重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調

査等の経過及び結果を代表理事及び理事会に報告し、必要があると認

めたときは、助言又は勧告を行うほか、状況に応じ適切な措置を講じ

なければならない。 

 

（監査報告の作成・通知） 

第 31条 監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明

細書を監査して、監査結果を監事会に報告する。 

２ 監事は、監査結果を監事会に報告するにあたり、理事の法令又は定

款違反行為及び後発事象の有無等を確認したうえ、監事会に報告すべ

き事項があるかを検討する。 

 

 

 

 

現行規則の報告

部分を分離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行規則を補強 

 

 

 

 

 

 

 

新設 
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第５章 その他 

（本規則の改廃） 

第 19 条 本規則の改廃は、監事の過半数の同意により行い、総代会

の承認を得るものとする。 

 

附則 

（実施期日） 

 本規則は、2012年 6月 22日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 監事は、監事の報告した監査結果に基づき、監事会において審議の

うえ、監査意見の一致が図れた場合は監事連名の監査報告書を作成す

ることができる。一致が図れなかった場合は、各監事において監査報

告書を作成する。また、監査報告書には、作成期日を記載し、作成し

た監事が署名又は記名押印する。 

４ 特定監事は、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細

書に係る監査報告の内容を特定理事に通知する。 

５ 前項において、特定監事は、監査報告の内容を、決算関係書類及び

事業報告書の全部を受領した日から４週間を経過した日までに代表理

事に通知できない場合には、特定理事との間で通知すべき日を伸長す

る合意をすることができる。 

 

第４章 その他 

（本規則の改廃） 

第 32条 本規則の改廃は、監事の過半数の同意により行い、総代会の

承認を得るものとする。 

 

附則（実施期日） 

１ 本規則は、2012年 6月 22日から実施する。 

２ この規則は 2025年 6月 20日一部改正 同 6月 20日より実施 


